
「
経
済
セ
ン
サ
ス–
基
礎
調
査
」に

回
答
し
て
く
だ
さ
い

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
が

は
じ
ま
り
ま
す

統
　計

募
　集

年
　金

そ
の
他

私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
の
補
助

障
が
い
者
職
業
訓
練
生
を
募
集

世帯区分 １人あたりの補助額
（年額）

補助年度の市民税の課税の基準と
なる課税総所得金額が２００万円以
下の世帯

２４，０００円

補助年度の市民税の課税の基準と
なる課税総所得金額が２００万円を
超え３５０万円以下の世帯

１２，０００円

情
報
フ
ァ
イ
ル

催
し
・
募
集

お
し
ら
せ

特
　
　集

高浜市役所☎ 5 2－1 1 1 1
■℻ 5 2－1 1 1 0□市市役所本庁舎 いきいき いきいき広場

総
務
省
統
計
局
で
は
、
「
経
済
セ
ン
サ

ス
–
基
礎
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。 

こ
の
調
査
は
、
産
業
分
野
に
お
け
る
事

業
所
の
活
動
状
態
な
ど
の
基
本
的
構
造
を

全
国
お
よ
び
地
域
別
に
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
事
業
所
・
企
業
を
対
象
と
す
る

各
種
統
計
調
査
の
母
集
団
情
報
を
整
備
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
調
査
は
、

調
査
員
が
全
国
す
べ
て
の
事
業
所
の
活
動

状
態
を
実
地
に
確
認
し
、
新
た
に
把
握
し

た
事
業
所
な
ど
一
部
の
事
業
所
に
は
調
査

票
を
配
布
す
る
こ
と
に
よ
り
行
い
ま
す
。

調
査
へ
の
理
解
と
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　

い
き
い
き
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
グ
ル
ー
プ

（
内
線
169
）

募
集
科
目
　①
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
科
、
②
Ｏ
Ａ

ビ
ジ
ネ
ス
科
、
③
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計
科
、
④

ワ
ー
ク
サ
ポ
ー
ト
科
、
⑤
総
合
実
務
科

（
知
的
障
が
い
者
対
象
）

訓
練
期
間
　⑤
９
か
月
、
①
②
③
④
１
年

間
応
募
期
間

　10
月
１
日
㈫
〜
11
月
20
日
㈬

選
考
方
法
　筆
記
試
験
お
よ
び
面
接
試
験

選
考
日

　【
①
②
③
④
の
科
目
】
12
月
６
日
㈮

　【
⑤
の
科
目
】
12
月
１
日
㈰

問
合
せ
先

・
愛
知
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　
☎
0
5
3
3
–
9
3
–
2
1
0
2
　
　

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
刈
谷

　
☎
0
5
6
6
–
2
1
–
5
0
0
1

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
消
費
税

引
き
上
げ
分
を
活
用
し
、
公
的
年
金
な
ど

の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以
下
の
年

金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、

年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。給

付
金
を
受
け
取
る
に
は
、
日
本
年
金

機
構
へ
請
求
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で
年
金
を

受
給
し
、
支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
方

に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
書
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。
平
成
31
年
４
月
２
日
以
降

に
年
金
を
受
給
さ
れ
る
方
は
、
年
金
請
求

手
続
き
と
併
せ
て
請
求
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0
–
0
5
–
4
0
9
2

対
象
　10
月
１
日
現
在
、
私
立
高
等
学
校

ま
た
は
私
立
専
修
学
校
の
高
等
課
程

（
修
業
年
限
が
３
年
の
課
程
に
か
ぎ

る
。
）
に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
の
保
護

者
で
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

※
た
だ
し
次
に
掲
げ
る
生
徒
の
保
護
者
を

除
く
。

◇
高
浜
市
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
生
徒

◇
特
待
生
で
、
授
業
料
を
全
額
免
除
さ
れ

て
い
る
生
徒

◇
通
信
制
課
程
、
専
攻
科
、
別
科
に
在
籍

す
る
生
徒

◇
私
立
高
等
学
校
な
ど
に
３
年
を
超
え
て

在
籍
し
て
い
る
生
徒

補
助
額
　対
象
生
徒
が
当
該
年
度
分
と
し

て
私
立
学
校
な
ど
に
納
付
す
べ
き
授
業

料
が
各
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ

の
納
付
す
べ
き
授
業
料
相
当
額
と
し
ま

す
。

申
請
方
法
　10
月
31
日
㈭
ま
で
に
、
高
浜

市
私
立
高
等
学
校
等
授
業
料
補
助
金
交

付
申
請
書
（
９
月
下
旬
ま
で
に
保
護
者

あ
て
に
送
付
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

在
学
証
明
書
を
添
付
し
て
提
出

※
申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
10
月
18

日
㈮
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
合
せ
先

　
い
き
い
き
学
校
経
営
グ
ル
ー
プ

　
（
内
線
304
）
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